平成２５年４月１２日　
あおもり食品産業振興チーム　
平成２５年度「あおもり食産業連携拡大対策事業」
食産業連携共同プロジェクトについて
１　目的
平成25年度「あおもり食産業連携拡大対策事業」食産業連携共同プロジェクトは、県内の農林漁業者や食品製造業者、流通・販売業者等が連携し、県産農林水産物等を活かした商品づくりに取り組むことで、それぞれの機能や優位性を発揮する新たな連携拡大と取組事例の創出により、本県食産業の機能強化及び発展を目指すものである。
２　食産業連携共同プロジェクトの定義
本書に定める「食産業連携共同プロジェクト」（以下「共同プロジェクト」という。）とは、連携拡大のきっかけづくりとして、商品開発等を企画する県内の農林漁業者、食品製造業者、流通・販売業者等（以下「中核事業者」という。）が、連携を希望する県内の他の農林漁業者や食品製造業者、流通・販売事業等（以下「連携事業者」という。）と新たに協力して行う次の取組（以下、「連携事業」という。）のうち、「共同プロジェクト申込書」を県に提出し、本書の定めるところによりあおもり食品産業振興チームが承認したものをいう。
（１）農林水産物の付加価値を高める商品開発のための連携
（２）加工・業務用対策を強化するための連携
（３）加工工程を県内企業へ切り替えるための連携
（４）加工原料を県内産へ切り替えるための連携
（５）その他県内の農林水産業と食品産業の振興につながる連携
３　共同プロジェクトの対象となる事業者
中核事業者、連携事業者ともに、県内に事業所または活動の拠点を置く法人、個人及び団体とする。
ただし、過去に共同プロジェクトを実施した中核事業者については、原則として、新たな事業者と共同して取り組む場合に限る。
４　共同プロジェクトに対する支援
共同プロジェクトに対して、県は、関係機関・団体等と協力し、次の支援を行う。
（１）あおもり食品産業振興チーム員等の県担当職員が共同プロジェクトに参加し、青森県「食」産業データベース等を活用しながら、必要に応じて、情報収集や連携事業者への連絡・調整、進行管理などを行う。
（２）共同プロジェクトにより製造した最終試作品を別表1に基づき予算の範囲内で買い上げることにより製造コストの一部を負担（以下、「経費支援」という。）する。
（３）県が買い上げた試作品は、商品化につなげるため、中核事業者及び連携事業者と協力し、顧客となる実需者や消費者等にサンプルとして供給し、求評活動、商品の改良、販路開拓等に活用できる。
５　共同プロジェクトの実施手順
（１）公募
共同プロジェクトは県ホームページ等により期間を定めて公募する。ただし、経費支援に要する額が県の予算額を満たした場合は、その時点で公募を終了する。
（２）申込み
共同プロジェクトの申込みは、中核事業者が「共同プロジェクト申込書」（別紙様式１）に必要事項を記入し、青森県知事（担当：あおもり食品産業振興チーム）に提出して行う。なお、最終的に連携事業者が参画することを条件に、連携事業者が決定していない段階でも申し込むことができるものとする。
（３）面談
共同プロジェクトの申込みがあった場合、申請者の所在を所管する地域農林水産部職員が中核事業者と面談し、その結果を「食産業連携共同プロジェクト面談報告書」（別紙様式２）によりあおもり食品産業振興チームに報告するものとする。
（４）承認
あおもり食品産業振興チームは、申込み内容が別表２に掲げる要件に適合しているか審査し、適合していると認められる場合は、共同プロジェクトとして承認し、その旨を申込者に通知する。
（５）中核事業者の責務
共同プロジェクトの中核事業者は、連携事業者と協力し、共同プロジェクトの実現に向けて最大限の努力をしなければならない。
（６）県担当職員の参加
共同プロジェクトには、あおもり食品産業振興チームまたは県民局等の県担当職員が１名以上参加する。参加した県担当職員は、必要に応じて情報収集や提供、連絡調整等の支援を行う。
（７）試作品の製造及び求評活動計画
中核事業者は、共同プロジェクトの承認後、連携事業者等と協力して試作品製造・求評活動実施計画書（別紙様式３）を作成し県に提出する。
なお、農林漁業者自らが中核事業者となり試作品の製造に取り組む場合は、公的機関等の指導を受けることとする。
（８）連携事業者の変更と追加
共同プロジェクトを実現する上で、連携事業者の変更、追加等が必要となった場合は、中核事業者、連携事業者及び県担当職員等が十分に協議した上で、変更、追加等を行う。
（９）共同プロジェクトの中止
中核事業者は、共同プロジェクトの実現が不可能と判断した場合、速やかにその旨を県に報告し、共同プロジェクトの承認を取り下げなければならない。
（10）試作品の活用方法
県が買い上げた試作品は、顧客となる実需者及び消費者等を対象とした試食アンケート等の求評活動に供する。求評の対象者及び方法等は、中核事業者、連携事業者、その他の参加者等が協議して決することとし、協力してこれを実施する。
（11）求評結果
試食アンケート等の求評結果は、中核事業者が連携事業者及び県担当職員の協力を得て取りまとめ、県に報告（様式任意）するとともに商品化の参考に資する。
（12）活動実績報告
中核事業者は、共同プロジェクト活動実績報告書（別紙様式４）を事業完了から起算して30日以内または翌年４月末日のいずれか早い期日までに県に提出しなければならない。なお、共同プロジェクトの取組は、連携事例として一般に公開する。
（13）共同プロジェクトの承認の取り消し
次の各事項のいずれかに該当する場合は、共同プロジェクトの承認を取り消す。
①共同プロジェクト申告書の記載内容に虚偽がある場合
②共同プロジェクトの中核事業者が責務を果たしていない場合
③その他共同プロジェクトとして相応しくないと認められる場合
６　その他
本書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、県が関係者と協議の上決定する。
（別表１）経営支援の内容
	１　経営支援の対象となる試作品
（１）共同プロジェクトにより新たに製造したことが明らかであるもの
（２）見積書を提出し経費支援の対象に決定されたもの
（３）次に掲げる対象経費のうち最終試作品の製造に直接要した経費で構成されており、価格設定が適正な範囲内であると認められるもの（価格の積算根拠を明示できるもの）
原料費（送料含む）、人件費、資材費、光熱水費、委託費（加工、検査など）、使用料、その他必要と認める経費
（４）製造ラインの稼働または求評活動に要する必要最小限の数量と認められるもの
（５）他の補助事業、委託事業等の対象となっていないもの
（６）共同プロジェクトの承認から平成26年３月末までに製造し、所定の請求手続きが完了する見込みがあるもの
２　購入先及び購入価格
県は、最終試作品を製造した事業者から、試作品の製造に係る見積書の提出順に決定し、製造原価で購入する。なお、予算の都合上、試作品の購入金額に制限を設けることがある。


（別表２）共同プロジェクトの承認に当たっての評価ポイント
	１　県内の農林水産物を活用し、その付加価値を高める取組であること
２　マーケティング視点に立った取り組みであること
３　県内の農林漁業者、食品製造業者、流通・販売事業者等の２者以上の新たな連携であること
４　連携の取組意欲が高く、商品開発の実現の可能性が高いこと
５　連携の取組結果を公開すること（知的財産に該当する部分は除く）
６　本書に定める事項を順守できること


食産業連携共同プロジェクト実施の流れ
	事業申込み
	
	中核事業者＝(連携)＝連携事業者
	①計画提出様式１
②面談・意見聴取
	地域県民局地域農林水産部
	（申込内容連絡）
③面談結果報告様式２
④審査
⑤承認・通知
	あおもり食品産業振興チーム

	
	
	
	
	
	
	

	事業実施
	
	
	⑥製造・求評計画書提出様式３
⑧連絡
⑨見積(見積書提出)

⑪試作品製造
⑫納品(納品書提出)
⑬確認検査
⑮請求(請求書提出)

⑰求評活動
⑱求評結果報告
⑲実績報告様式４
	
	⑦確認・調整
⑧連絡
⑩発注
⑭検査調書送付
⑯支払い
	

	⑳取組事例の分析・公表


「食産業連携共同プロジェクト」申込書
平成25年度あおもり食産業連携拡大対策事業
	平成　　年　　月　　日


青森県知事　殿
	＜申込者＞
	名　称
	

	
	代表者
	印

	
	住　所
	


私は、平成25年度「あおもり食産業連携拡大対策事業」の食産業連携共同プロジェクトに下記のとおり申し込みます。
記
	申 込 者 の 概 要
	中核事業者
	
	代表者名
	

	
	住　　所
	
	電話番号
	

	
	e-mail
	
	ＦＡＸ
	

	
	事業内容
	


	連　携　企　画　の　内　容
	試作予定
商　　品
	

	
	具体的な売込みターゲット
	

	
	商品化予定
販売単価
	小売・卸売
(いずれかに○をつける)
	円
	規　格
(大きさ、重量等)
	
	試作個数
の見込み
	個

	
	連携事業者
	

	
	商品化までの　流　れ
	

	
	特にＰＲ
したい事項
	


※別途、説明用資料等の添付も可能です。

食産業連携共同プロジェクト面談報告書
平成25年度あおもり食産業連携拡大対策事業
	面談年月日
	平成　　年　　月　　日

	記入者
	県民局名
	

	
	職・氏名
	

	面談出席者
（中核事業者）
	


１　共同プロジェクトの概要
	中核事業者
	

	事業の内容
	


２　共同プロジェクトの承認に当たっての評価ポイント（該当する場合は○を記入）
	①「あおもり食品産業連携強化促進事業」を活用し、既に商品化を実現した実績がある中核事業者ではないか（ない場合は該当）
	

	②県内の農林水産物を活用し、その付加価値を高める取組であるか
	

	③マーケティング視点に立った取り組みであるか
	

	④県内の２事業者以上の新たな連携であるか
	

	⑤連携の取組意欲が高く、商品開発の実現の可能性が高いか
	

	⑥連携の取組結果を公開することに合意するか（知的財産該当部分以外）
	

	⑦本書に定める事項を順守できるか
	


３　共同プロジェクトの連携のタイプ（該当するタイプに○を記入。複数選択可）
	①農林水産物の付加価値を高める商品開発のための連携
	

	②加工・業務用対策を強化するための連携
	

	③加工工程を県内企業へ切り替えるための連携
	

	④加工原料を県内産へ切り替えるための連携
	

	⑤その他県内の農林水産業と食品産業の振興につながる連携
	


４　解決すべき課題
	


５　共同プロジェクトの工程表
	項　目
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	備考

	①企画会議
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	②製品開発
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	③試作品製造
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	④納品・請求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑤求評活動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	⑥実績報告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


試作品製造・求評活動実施計画書
平成25年度あおもり食産業連携拡大対策事業
	
	中核事業者
	

	
	代表者氏名
	印

	
	県民局担当者
	


１　試作品の名称（仮称可）
	


２　試作品の概要（原料、製法、内容量、その他の特徴）
	


※原材料及び栄養成分表がある場合は添付
３　試作等の時期
	製造年月日
	納品年月日

	平成　　年　　月　　日
	平成　　年　　月　　日


４　試作品納入者
	事業者名
	

	代表者名
	

	住　　所
	〒

	電話番号
	


５　試作・求評計画
	求評先（イベント等を含む）
	数量
	使用時期
	求評方法

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	計（製造数量）
	
	
	



６　商品化に向けた意向アンケート
試作品製造から商品販売への移行に当たって、どのように考えているかお答えください。
（１）新商品が想定しているのはどのような顧客層ですか？
	①新商品がターゲットとする市場（販売先）はどこですか
（一般消費、お土産、業務用など）
（既存・新規など）
②新商品の「強み」は何ですか


（２）新商品の売り込み計画をどのように考えていますか？
	①どのような売り込み(販売促進活動やＰＲ)を行うのか
②年間の販売目標数量・金額



（３）新商品が計画どおりに売れない場合はどのような対策を考えていますか？
	（販売状況の把握と問題点の洗い出し方法、専門家への相談、商品改良の基本的な考え方など）



（注意事項）
（１）最終試作品のうち、試験販売に供する分は買い上げの対象としない。この場合、当該数量を除いた見積書を作成すること。
（２）見積書の提出に当たっては、見積額の算出根拠となる最終試作品の原価計算の内容を記載した書類（様式自由）を添付すること。

食産業連携共同プロジェクト活動実績報告書
平成25年度あおもり食産業連携拡大対策事業
	平成　　年　　月　　日


青森県知事　殿
	＜報告者＞
	名　称
	

	
	代表者
	印

	
	住　所
	


平成　年　月　日に承認を受けた「平成25年度あおもり食産業連携拡大対策事業」の食産業連携共同プロジェクトを下記のとおり完了したので報告します。
記
	中核事業者
	

	連携事業者
	

	県参加者
	

	連携内容
	

	取組の経過
	

	成　　果
	

	分　　析
	①連携の中で生じた問題と解決策
②商品化に向けた今後の課題


	完了年月日
	


（物品供用簿作成）





(申込者の法人名、団体名等を記入)





(現在の主な事業内容を記入)





(商品を具体的に記入)





（できるだけ具体的に記入)





(連携予定相手を全て記入。連携相手が未定の場合は希望の業種等を記入)





(取組内容や連携事業者等の役割分担を具体的に記入)





裏面あり





(共同プロジェクトの主な取組内容を記入)





(連携から試作品製造に至るまでの主な活動を記入)





(試作品の製造実績を記入する。試作品を製造できなかった場合は、その理由を記入する。)








1

